ウエルブ六甲道まちづくり協議会会則
ウエルブ六甲道まちづくり協議会（以下「まち協」）に関する会則を次のとおり定める。
（名称）

第１条

この会は、ウエルブ六甲道まちづくり協議会（以下「協議会」という。）と称し、事務所を○○○に置きます。

（目的）　

第２条

本協議会は、六甲道の歴史と文化、豊かな地域・人的資源を活かし、快適な生活環境並びに活発な商業活動を創り出すため、この地域に関わる人達が自ら調査、研究、実践を行い、まちづくりを将来にわたって推進することを目的とします。

（事業）

第３条

本協議会は、目的を達成するために次の事業を行います。 

(1)　まちづくりに関する調査、研究、広報に関すること。

(2)　まちづくり意識を高めるためのイベント等の企画、実施に関すること。 

(3)　各自治会、その他各種団体等のまちづくり活動との連絡調整に関すること。

(4)　その他目的達成に必要な事項に関すること。

（組織）

第４条

本協議会は、ウエルブ六甲道１番館～同６番館の区分所有者並びに居住する者及び商業活動を行う者。加えて本協議会の目的に賛同する個人又は団体を会員として組織します。　

（委員）

第５条

本協議会に次の委員を置きます。

(1) ウエルブ六甲道各番館理事長若しくは各理事会が推薦する理事

(2) 同地区が存する地区各種団体が推薦する者

(3) 公募による者

(4) 見識を有する者

（役員）

第６条

本協議会に次の役員を置き、委員の中から総会で選任します。

(1)　会長　　１名

(2)　副会長　若干名

(3)　庶務　　若干名　

(4)　会計　　若干名

(5)　監事　　２名

２　会長は、会務を総理し、本協議会を代表します。 

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理します。

４　庶務は、会の庶務を行います。

５　会計は、会計事務を処理します。

６　監事は、会計を監査します。

本協議会は相談役並びに顧問を置くことができ、事務の円滑化を図るため事務局を置くことができる。

（任期）

第７条

役員の任期は２年とします。ただし、再任を妨げません。

（機関）

第８条

本協議会に、総会、役員会、常任委員会及び専門委員会を置きます。

（総会）

第９条

総会は、年１回開催します。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に開催することができます。

２　総会は第５条（1）による委員が構成員となります。ただし、区分所有者以外に影響が及ぶ場合は同（2）による委員を加える事ができます。また、会長が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができます。

３　総会は会長が招集し、委任状を含めた構成員の過半数の出席で成立します。可否同数のときは議長の決するところによります。

４　総会の議長は構成員の中から選出し、次の事項を審議します。

(1)　事業報告及び収支決算に関すること。

(2)　事業計画及び収支予算に関すること。

(3)　規約の改廃に関すること。

(4)　役員の選任に関すること。

（役員会）

第１０条

役員会は、会長が招集し随時開催します。

２　役員会は、会長が議長となり次の事項を審議します。

(1) 総会に付議する事項に関すること。

(2) 事業の執行に関すること。

（常任委員会）

第１１条

常任委員会は、本協議会の委員全員で構成します。

２　常任委員会は、事業の執行に関する計画立案及び次条に定める専門委員会の全体調整を行います。

（専門委員会）

第１２条

第３条の事業の実施機関として、次の専門委員会を置くことができます。

(1) 福祉・環境委員会

(2) 歴史・文化委員会

(3) 情報共有・協働化委員会

(4) 商業活性化委員会
(5) その他、会長が必要と認めた委員会

２　本協議会の委員は、いずれかの専門委員会に所属します。

３　各専門委員会に委員長及び副委員長を置き、専門委員会に属する委員の互選によりこれを定めます。委員長は副会長を兼務することとします。

（経費）

第１３条

本協議会の経費は、助成金、寄附金、事業収益その他の収入をもってこれに充てます。

（会計年度)

第１４条

本協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとします。

（補則）

第１５条

この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定めます。

附 則

この規定は、平成○○年○○月○○日から実施します。
